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令和２年６月１５日 

県立学校長 殿 

岡山県教育庁保健体育課長 
岡山県教育庁生涯学習課長 
（ 公 印 省 略 ） 

県立学校における部活動の対外試合等の再開について（通知） 

県立学校における部活動の再開については、令和２年５月 22 日付け、保学第
22 号「６月からの県立学校における部活動の再開について」で通知しています
が、６月 22 日以降の対外試合等について、次のとおり通知しますので、適切に
対応願います。 
また、これから暑くなる時期を迎えるに当たり、熱中症事故の防止にも一層留
意いただき、その対応についても正確かつ迅速に行うようよろしくお願いしま
す。 
なお、今後、状況に変化があった場合は、対応等の変更や追加があることを申
し添えます。 

記 

１ ６月 22 日（月）以降は、各競技等の特性を踏まえた感染症対策を徹底した 
上で、対外試合や合宿等の実施、大会や演奏会等への参加を可能とする。 
なお、大会や演奏会等への参加に当たっては、主催者が策定したガイドライ 
ンや中央競技団体等が示すガイドライン等の遵守を徹底すること。 

２ 県外との交流については、随時開催される「岡山県新型コロナウイルス感染 
症対策本部会議」で示される県外への移動に関する方針（※）に基づき対応す
ること。 

（※）令和２年５月 28 日に示された方針 

「岡山県における新型コロナウイルス感染症対策に係る協力のお願い」（抜粋） 

１ 外出等に関する県民への協力のお願い（令和２年６月１日から６月 18 日までの間） 

（１）不要不急の帰省や旅行など、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県への移動 

は、できるだけ控えるようお願いします。 

また、京都府、大阪府、兵庫県への移動は、宣言解除から３週間後（６月 11 日）ま 

では、できるだけ慎重にお願いします。 

  このほかの県外への移動は、移動先の流行状況や各県が出す情報などを確認して行 

うようお願いします。 

【本件問合せ先】 
（運動部活動に関すること） 
岡山県教育庁保健体育課 学校体育班 
電話：（０８６）２２６－７５９２ 
（文化部活動に関すること） 
 岡山県教育庁生涯学習課 企画推進班 
電話：(０８６）２２６－７５９６ 
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県立学校における部活動の対外試合等の再開について（通知） 

このたび、県立学校に対して、部活動の対外試合等の再開について通知しまし

たので、情報提供します。 

市町村教育委員会におかれましても、引き続き、各学校において生徒及び教職

員の感染症対策に適切に対応するようお願いします。 

【本件問合せ先】 

（運動部活動に関すること） 

岡山県教育庁保健体育課 学校体育班 

電話：（０８６）２２６－７５９２ 

（文化部活動に関すること） 

 岡山県教育庁生涯学習課 企画推進班 

電話：(０８６）２２６－７５９６ 




